
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年９月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２７年４月８日 １１時００分ごろ 

発生場所 佐賀県佐賀市早津
は や つ

江
え

川河口南西方沖 

 早津江川口西灯台から真方位２１５°４,８５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０６.４７′ 東経１３０°１７.７７′） 

事故調査の経過  平成２７年４月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 照
しょう

栄
えい

丸、４.１トン 

 ＳＡ３－１６４１２（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、平成元年６月２２日 

 第２９０－３４９８１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５６年１０月２８日 

  免許証交付日 平成２４年５月２９日 

         （平成２９年６月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 操舵室、機関室等の各設備に濡損を生じて全損 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、早津江川河口南方沖ののり養殖

漁場で‘のり網用の支柱’（以下「本件支柱」という。）の撤去作業を

終え、平成２７年４月８日１０時４５分ごろ佐賀市広江
ひ ろ え

漁港に向けて

帰途についた。 

 本船は、合計約２７６～２８６本の本件支柱（長さ１０～１１.５

ｍ、合計重量約３ｔ）を横傾斜が生じないように舷側に沿って甲板上

に積載し、固縛していた。 

 本船は、のり養殖漁場の作業区画を発進後、風速約７～８m/s の北

北東風が吹く状況下、前方の水深が浅い海域に波高約１ｍの波が生じ

ていたので、減速して約７～８km/h の速力（対地速力、以下同じ。）

で手動操舵により西北西進した。 

 本船は、水深が浅い海域を通過し、船長が、波高が約０.５ｍにな
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ったことを見て、様子を見ながら約２３km/h に増速した。 

 本船は、早津江川河口南西方沖を西北西進中、右舷斜め後方から波

高約１ｍの波を受け、右舷船尾が波に持ち上げられて左舷側に傾斜し

た後、傾斜が戻らないので、船長が機関を中立にして左舵を取ったも

のの、左舷側への傾斜が増し、１１時００分ごろ左舷側に転覆した。 

 船長及び乗組員のうちの２人は、転覆した船内から脱出し、また、

他の乗組員１人は、本船が転覆する際、海に飛び込み、４人全員が転

覆した本船の船底に上がって救助を待っていたところ、近くにいた漁

船が来援したので、同漁船に移乗して広江漁港に帰った。 

 本船は、僚船により復原作業及び排水作業が行われ、僚船２隻に横

抱きされて広江漁港に帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約７～８m/s 

海象：波高 約０.５～１ｍ 

 その他の事項 

 

 船長は、毎年、２,６４０本の本件支柱を約７～８日かけて撤去し

ており、これまでに最高で約４００本の本件支柱を積んだことがあっ

た。 

 船長は、本事故当日が本件支柱撤去作業の初日であり、出港前に天

気予報を確認したところ、午後は風が強くなる旨の予報であったの

で、午前中にできる範囲で同作業を実施する予定で出港した。 

 周囲で本件支柱撤去作業を行っていた僚船の多くは、本事故当日、

波が高かったので早めに帰航していた。 

 本件支柱は、操舵室横付近では船尾甲板上約０.９ｍの高さまで積

み上げられていた。 

 本船は、ふだんの喫水が、船首約０.３５ｍ、船尾約１.３０ｍであ

ったが、本事故当時、本件支柱を積んだ状態で船首が浮上し、増速に

伴って更に船首が浮上する状況であった。 

 船長は、本事故時、波速の方が船速よりやや速いと感じていた。 

 本船は、高さ約０.４４ｍのブルワークが設けられており、本事故

当時、ブルワーク下端部の放水口より下に喫水線があった。 

 船長は、本事故後、操舵室前方の船尾甲板上に腰を掛けていた乗組

員から、本事故時に本船が左舷側へ傾斜した際、海水が船体中央部付

近の左舷側ブルワーク上端を越えて船内に流入したことを聞いた。

（写真１、写真２参照） 
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       写真１ 前部甲板及び船尾甲板の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       写真２ 本件支柱の積込み状況 

 船長及び乗組員の１人は、携帯電話を所持していたが、防水型では

なく、また、他の乗組員の１人は、操舵室内に携帯電話を置いていた

ので、本事故後、携帯電話で救助を要請することができなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、風速約７～８m/s の北北東風が吹き、波高約０.５～１ｍの

波浪が生じている状況下、早津江川河口南西方沖において、合計重量

約３ｔの本件支柱を甲板上に積載して航行中、右舷斜め後方から波浪

を受けて左舷側に傾斜した際、ブルワークを越えて海水が流入したこ

とから、転覆したものと考えられる。 

 本船は、合計重量約３ｔの本件支柱を甲板上に積載していたことか

ら、乾舷が減少するとともに重心が上昇して復原力が低下していたも

のと考えられる。 

 船長は、水深が浅い海域を通過した後、波高が約０.５ｍになった

ので、機関を増速したものと考えられる。 

 本船は、増速したことから、船速が波速に近づき、船体が波頂にと

乗組員が腰を掛けていた場所 

放水口 

約０.４４ｍ 

操舵室があった場所 

本事故後に取り
外された操舵室 

船首 

最上部の本件支柱の位置：
操舵室横付近では船尾甲板
上約０.９ｍ 

この付近から
海水が流入 

船首 

船尾 
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どまる不安定な状態が続いた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、風速約７～８m/s の北北東風が吹き、波高約０.

５～１ｍの波浪が生じている状況下、早津江川河口南西方沖におい

て、合計重量約３ｔの本件支柱を甲板上に積載して航行中、右舷斜め

後方から波浪を受けて左舷側に傾斜した際、ブルワークを越えて海水

が流入したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・甲板上に物を積んで航行する場合には、船体の安定性を考慮する

こと。 

 ・天候の悪化が予想されるときには、早めに帰航すること。 

 ・緊急時に救助要請ができるよう、防水型の携帯電話を常時身に付

けておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有明海 

佐賀県 

長崎県 

福岡県 

× 
事故発生場所 

（平成２７年４月８日 

 １１時００分ごろ発生） 

佐賀県佐賀市 

広江漁港 

早津江川口西灯台 

水深が浅く波高約１ｍ
の波が生じていた海域 

有 明 海 


